
（別紙）
遺伝子組換えイネ、トウモロコシ及びワタの第一種使用等に関する審査結果に対して寄せられた御意見の概要及びそれに対する考え方

御意見の概要 御意見に対する考え方

審査結果には反対です。調 遺伝子組換え技術は、人類が抱える様々な課題を解決する有効な手段の一つとしての期待がある
査にかけている時間が短く、 一方、御指摘のように、当該技術を利用して生み出される生物を、食品・飼料等として利用するこ
環境に対する影響を判断しか とにより、安全性や環境に悪影響を及ぼす可能性について、懸念が持たれています。
ねます。遺伝子組換え農作物 このため、我が国で遺伝子組換え農作物を使用等するに当たっては、あらかじめ、食品及び飼料
には未知の部分があり危険で としての安全性、生物多様性への影響について、科学的な審査を行った上で、使用等の可否を判断
す。誰がどのような補償を行 しています。その際、食品としての安全性に関しては食品安全基本法（平成15年法律第48号）及び
うかの整備も整っていません。 食品衛生法（昭和22年法律第233号）に基づき、飼料としての安全性に関しては、食品安全基本法
予防原則に立った監督が必要 及び飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和28年法律第35号）に基づき、そして、
です。「想定外」のことは必 生物多様性の確保については、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関
ず起こります。遺伝子組換え する法律（平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」といいます。）に基づき、申請ごとに審査
作物が与える自然界への影響 を行っています。
は計り知れないです。一般栽 遺伝子組換え農作物により、生物多様性に影響が生ずるか否かについては、１）雑草化して他の
培も可能にすれば、絶対交配 野生植物に影響を与えないか（競合における優位性）、２）野生動植物に対して有害な物質を生産
しないなどあり得ません。種 しないか（有害物質の産生性）、３）在来の野生植物と交雑して遺伝子が広がらないか（交雑性）
を落としても、機械に付着し 等の観点から、最新の科学的知見に基づき、審査をしています。審査は、農林水産省及び環境省が
ても花粉が飛散しても交配し 以下の手順で行っています。
てしまいます。スギ花粉ポリ ① 申請者に、最新の科学データ、緊急時の措置を定めた計画書（緊急措置計画書）等を申請書
ペプチド含有イネの「隔離ほ とともに提出するよう要求
場」での栽培は、近隣に一般 ② 提出データ等の妥当性等を確認
田畑があり、鳥や昆虫も侵入 ③ 学識経験者の意見を聴取
し、強風による花粉飛散が懸 ④ 必要に応じて、申請者に対し、追加データ、試験等を要求
念されます。遺伝子操作とい ⑤ 承認の可否を判断
う、生態系にどのような影響 この結果、生物多様性に影響を生じさせるおそれがないと認められたもののみを承認しており、
を与えるかわからないものを 平成28年２月末現在で、154件の遺伝子組換え農作物の第一種使用規程（環境中への拡散を防止し
使用することに反対します。 ないで行う開放系での使用内容等を定めたもの）の承認を行っています。

また、承認後も、万が一の場合には、例えば、以下により対応することとしています。
① 申請者が、あらかじめ承認申請時に作成していた緊急措置計画書に従い、生物多様性影響を

効果的に防止するための措置を講ずること。
② 主務大臣は、遺伝子組換え生物等の第一種使用等をしている者等に対し、当該第一種使用等

を中止することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができること。



なお、農林水産省及び環境省では、遺伝子組換え農作物のこぼれ落ち等に係るモニタリング調査
を実施しているところですが、平成18年度の調査開始以降、交雑種の生育範囲の拡大は確認されて
いません。

現行のカルタヘナ国内法で 農作物は、人が野生植物から改良を重ねて作り出した植物であり、人が作り出す環境に適応した
は、生物多様性影響評価の対 植物です。このため、野生動植物とは異なり、農作物は、生物多様性影響評価の対象とはなり得な
象は、「野生動植物」に限ら いものと考えます。遺伝子組換え農作物に限らず、別の農作物との交雑は、一般的に、生物多様性
れていますが、評価の対象に に影響を及ぼす問題ではなく、農作物の品質管理の問題であり、生産・流通段階における交雑・混
は、交雑を防ぐ対象として、 入防止のための取組が重要と考えます。
農作物・外来種など、我が国 また、外来種は、そもそも我が国固有の生態系を構成する動植物ではないことから、遺伝子組換
に生息するすべての種を入れ え農作物が、外来種と交雑した場合の外来種に対する影響については、評価の対象とはしていませ
るべきと考えます。 ん。ただし、遺伝子組換え農作物と外来種が交雑し、その外来種に依拠する我が国固有の昆虫等に

影響する可能性がある場合や、外来種が優位な形質を獲得することで、我が国固有の野生種と競合
する可能性がある場合については、そのような生物多様性影響についても評価しています。

審査報告書では、「･･･可能 生物多様性影響評価では、個々の評価項目について、それぞれの統計学的検定の結果だけでなく、
性が低いと考えられた。」「･･ 導入遺伝子間の相互作用等、これまでに得られている科学的知見も含めて総合的に評価をした上で、
･ないと考えられる。」「･･･考 生物多様性への影響の有無を判断しています。御指摘の「考えられた」等の表現については、こう
えにくい。」「･･･考え難い。」 した個々のデータ等や科学的知見に基づく総合的な評価の結果として用いているものですが、評価
という表現が多く見られます。 に用いる諸外国の文献・データについても、客観性を担保するため、複数の研究者の査読を受けた
明確なデータや根拠に基づい 公表論文を主として引用することとしています。したがって、審査結果は、経験則や主観的な推論
た判断というより、経験則や に基づく結果によって判断したものではありません。なお、具体的な評価やその結果については、
諸外国の文献・データの引用 各々の審査報告書において、使用した審査データ、引用文献、個々の統計処理等とともにまとめて
に終始した、半ば結論ありき います。詳しくは、審査報告書を御覧ください。
の印象がぬぐえません。

本組換えイネの第一種使用 遺伝子組換え技術は、人類が抱えるさまざまな課題を解決する有効な手段としての期待がある一
規程の承認申請に係る審査に 方、当該技術を利用して生み出される生物を、食品・飼料等として利用することにより、安全性や
おいて「限定された環境で一 環境に悪影響を及ぼす可能性について、懸念が持たれています。
定の作業要領を踏まえた隔離 このため、我が国で遺伝子組換え農作物を使用等するに当たっては、あらかじめ、食品及び飼料
ほ場における栽培、保管、運 としての安全性、生物多様性への影響について、科学的な審査を行った上で、使用等の可否を判断
搬及び廃棄並びにこれらに付 しています。その際、食品としての安全性に関しては、食品安全基本法及び食品衛生法に基づき、
随する行為の範囲では、我が 飼料としての安全性に関しては、食品安全基本法及び飼料安全法に基づき、生物多様性の確保につ
国における生物多様性に影響 いては、カルタヘナ法に基づき、申請ごとに審査を行っています。
が生ずるおそれはないとした 上記のうち、特に、カルタヘナ法に基づく生物多様性の確保については、我が国の自然環境下で



生物多様性影響評価書の結論 の生物多様性への影響を評価する必要があります。このため、一般使用等の申請に先立ち、承認申
は妥当」とされ、「生物多様 請者が、国内で生育した場合の科学的データを収集するために、限定された環境下での試験（隔離
性影響が生ずる恐れはないと ほ場試験）を実施することを原則としています。このように、食品や飼料としての安全性や、生物
判断した」ことを支持します。 多様性の確保の観点から、現行の様な評価方法を採っていることについて御理解ください。

本遺伝子組換えイネは、国
民病と言われるスギ花粉症に
対して、ヒトのスギ花粉に対
するアレルギー反応を緩和す
るものです。本遺伝子組換え
イネの開発は、多くの花粉症
に苦しむ国民が望むことであ
り、速やかな承認をお願いし
ます。

今回申請のあったトウモロ 今回、申請のあった遺伝子組換え農作物４系統のうち３系統は、作用機作の異なる複数の除草剤
コシやワタは、2，4-D（除草 に耐性を有するものですが、特定の除草剤に対する耐性を獲得しないよう、複数の除草剤を使用す
剤アリルオキシアルカノエー ることで、従来よりも、除草剤の抵抗性雑草の発達を防止し、環境への負荷を軽減することが期待
ト）、ジカンバ、ラウンドア できるものです。
ップ、バスタなど、複数の除 なお、現在、国内で、食用の遺伝子組換え農作物は栽培されておらず、今回承認申請のあった遺
草剤に抵抗力を持ちます。こ 伝子組換え農作物を対象に使用できる登録農薬もないため、直ちに、御懸念のような事態には至ら
うした除草剤を散布すると、 ないと考えますが、今回承認申請のあった遺伝子組換え農作物を対象に使用できる新たな農薬の登
農薬に耐性を持つ雑草が出現 録があった場合も、当該農薬が適切に使用されるよう指導してまいります。
し、広がりが懸念されます。
そのため、農薬の環境への影
響も含めた評価を求めます。

生物多様性影響評価検討会 御指摘のとおり、生物多様性影響評価検討会農作物分科会（以下、「農作物分科会」といいます。）
の作業部会に当たる農作物分 については、企業の知的財産等を扱うため、非公開としています。また、審査報告書についても、
科会は、非公開とされていま 同様の理由により、その一部を非公開としています。
すが、広く国民の意見を求め なお、農作物分科会での検討を経た後に開催される生物多様性影響評価検討会総合検討会につい
るべきと考えます。また、パ ては、農作物分科会と異なり、申請者から提出のあったデータ等の詳細を取り扱わないこと等から、
ブリックコメントの中に添付 原則として、公開で行うこととしており、資料、議事録、学識経験者の名前・所属等についてもホ
されている審査報告書は、審 ームページ等で公開する等、審査の透明性の確保に努めています。
査データの概要のみとなって 審査報告書の内容については、専門用語には説明を付す等、わかりやすい表現となるよう努めて
おり、別添資料についても、 まいります。



社外秘として非表示になって 情報発信の仕方についても、ホームページ等での発信のみならず、各報道機関向けの記者発表（プ
いるため、審査の結果が妥当 レスリリース）を行う等、多方面への情報発信に努めてまいります。
であるかどうかを判断する根
拠を見ることができません。

審査報告書の内容について
も、一般の人が専門用語を理
解することは困難です。情報
発信の仕方についても、イン
ターネットによる情報の入手
が困難な方への周知も含め、
多方面への情報発信を強化す
べきだと考えます。


